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杉並区立杉並第五小学校・若杉小学校統合協議会設置要綱 

 

平 成 1 8 年 5 月 1 0 日 

1 8 杉 教 第 1 6 0 5 号 

改正 平成１８年６月９日 １８杉教第２９４４号 

最近改正（平成１９年３月２２日１８杉教第１２８４１号） 

（設置） 

第1条 杉並区立杉並第五小学校（以下「杉並第五小学校」という。）と杉並区立若杉小学校（以下「若

杉小学校」という。）の統合を円滑に進め、統合に伴い設置される小学校（以下「統合新校」という。）

の開校に向けての検討を行うため、杉並区立杉並第五小学校・若杉小学校統合協議会（以下「統合協

議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第2条 統合協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (1) 統合新校の内容に関すること。 

 (2) 統合新校の校舎建設に関すること。 

 (3) その他統合の準備に関する必要な事項 

 

(組織) 

第3条 統合協議会は、教育長が委嘱又は任命する次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 杉並第五小学校長 

 (2) 若杉小学校長 

 (3) 杉並第五小学校副校長 

 (4) 若杉小学校副校長 

 (5) 杉並第五小学校通学区域内に存する町会及び自治会の代表 1名 

 (6) 若杉小学校通学区域内に存する町会及び自治会の代表 1名 

 (7) 杉並第五小学校保護者の代表 3名 

 (8) 若杉小学校保護者の代表 3名 

 (9) 杉並第五小学校学校評議員の代表 3名 

 (10) 若杉小学校学校評議員の代表 3名 

 (11) 杉並第五小学校教職員の代表 1名 

 (12) 若杉小学校教職員の代表 1名 

 (13) 教育委員会事務局教育改革担当部長 

 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成20年３月31日までとする。ただし、教育長が必要と認めた

ときは、その任期を延長することができる。 
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(会長及び副会長) 

第5条 統合協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長は、委員の互選による。 

3 会長は、統合協議会を代表し、会務を総括する。 

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第6条 統合協議会は、会長が招集する。 

2 統合協議会は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明

を求めることができる。 

3 統合協議会の会議は、公開とする。ただし、統合協議会が決定したときは、非公開とすることがで

きる。 

 

（統合新校建設検討部会） 

第7条 統合協議会に、統合新校の校舎建設の基本計画案を検討する、統合新校建設検討部会を置く。 

2 統合新校建設検討部会は、教育長が委嘱する次に掲げる部会委員をもって組織する。 

 (1) 統合協議会委員 

 (2) 学識経験者 4名 

 (3) 体育指導委員の代表 1名 

 (4) 学校開放運営委員会の代表 2名 

 (5) 通学区域内の中学校長 1名 

3 部会委員の任期は、委嘱の日から平成19年３月31日までとする。ただし、教育長が認めたときは、

その任期を延長することができる。 

 

(庶務) 

第8条 統合協議会の庶務は、教育委員会事務局教育改革推進課において処理する。 

 

(委任) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、統合協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成18年5月30日から施行する。 

附 則（平成18年6月9日18杉教第2944号） 

 この要綱は、平成18年6月13日から施行する。 

附 則（平成19年3月22日18杉教第12841号） 

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 
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統合協議会検討経過一覧 

開催回 開催日 主な検討内容 

第 1回 18 年 5 月 30 日（火）
・ 委員委嘱 

・ 今後の進め方 

第 2回 
（第 1回建設検討部会） 

18 年 6 月 13 日（火）

・ 部会委員委嘱 

・ 計画概要について事務局から説明 

・ 今後の進め方 

第 3回 18 年 7 月 10 日（月）

・ 統合新校の校名について 

・ 通学路に関する情報提供及び意見交換 

・ 新校舎のあり方について意見交換 

第 4回 
（第 2回建設検討部会） 

18 年 8 月 4 日（金）

・ 杉並第十小学校視察 

・ 学校事例紹介 

・ 新校舎に対する各委員の夢・プラン・想い
等について 

第 5回 18 年 8 月 28 日（月）
・ 通学路について 
・ 統合新校の教育方針について 

第 6回 
（第 3回建設検討部会） 

18 年 9 月 11 日（月） ・ 建設基本方針について 

第 7回 
（第 4回建設検討部会） 

18 年 10 月 20 日（金） ・ 豊島区立南池袋小学校視察 

― 18 年 11 月 2 日（木） ・ 通学路実地踏査 

第 8回 18 年 11 月 9 日（木）
・ 通学路について 
・ 統合新校の校名について 

第 9回 
（第 5回建設検討部会） 

18 年 11 月 30 日（木） ・ 建設基本方針について 

第 10 回 
（第 6回建設検討部会） 

18 年 12 月 18 日（月）
・ 建設基本方針について 
・ 配置案について 

第 11 回 18 年 12 月 21 日（木）
・ 通学路について 
・ 統合新校の校名について 

第 12 回 
（第 7回建設検討部会） 

19 年 1 月 22 日（月）
・ 建設基本方針について 
・ 配置案について 

第 13 回 19 年 1 月 29 日（月） ・ 統合新校の校名について（校名候補決定）

第 14 回 
（第 8回建設検討部会） 

19 年 2 月 19 日（月）
・ 建設基本方針について 
・ 配置案について 

第 15 回 
（第 9回建設検討部会
との合同開催） 

19 年 3 月 16 日（金）
・ 統合協議会中間報告について 
・ 建設検討部会報告について 

第 16 回 19 年 4 月 16 日（月）

・ 統合新校開校に向けて検討すべき事項に
ついて 

・ 統合新校の校章・校歌の選定方法につい
て 
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第 17 回 19 年 5 月 29 日（火）
・ 通学路について 
・ 統合新校の校章の選定について 
・ 統合新校の校歌の選定について 

第 18 回 19 年 7 月 9日（月）
・ 通学路について 
・ 統合新校の校章の選定について 
・ 統合新校の校歌の選定について 

第 19 回 19 年 8 月 22 日（水）
・ 統合新校の校章の選定について 
・ 統合新校の校歌の選定について 

第 20 回 19 年 11 月 6 日（火）
・ 統合新校の校章について 
・ 通学路について 
・ 統合新校の教育方針等について 

第 21 回 20 年 2 月 5日（火） ・ 統合協議会報告書について 

※ 建設検討部会は、平成 19 年 3 月 16 日をもって終了 

 

 


